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この報告は，観光立県かごしま県民条例第９条の規定に基づくもので
ある。

○観光立県かごしま県民条例（抄）
（施策の実施状況の報告等）
第９条 知事は，基本方針に定められた期間の中間年度及び最終年度

における観光立県の実現に関する施策の実施状況及びその成果を取
りまとめ，県議会に報告するとともに，これを公表しなければなら
ない。

○鹿児島県観光振興基本方針（抄）
第６ 「観光立県かごしま」の実現に向けて

２ 進行管理
条例に基づき，推進期間の中間年度を令和４年度，最終年度を

令和６年度とし，それぞれの年度までの施策の実施状況及びその
成果を取りまとめるとともに，これらを検証し，条例に基づく「鹿
児島県観光立県推進会議」の意見を聴きながら，必要に応じて基
本方針の見直しを行い，基本目標の実現を図ります。
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第１ 「鹿児島県観光振興基本方針」
の推進期間における中間年度まで
の主な動向と対応
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１ 国内外及び本県における観光関係の主な動向

「鹿児島県観光振興基本方針」は，令和２年度から令和６年度まで
の５年間を推進期間としており，令和２年４月から中間年度の令和４
年度（令和５年３月）までの主な動向として，次のような出来事があ
りました。

年 月 国内外の主な動向 鹿児島県の主な動向
２０２０年 １月 ・新型コロナウイルス国内感染者初確認
(Ｒ２) ３月 ・新型コロナウイルス県内感染者初確認

・鹿児島空港国際線全便運休
４月 ・緊急事態宣言の発令
６月 ・ディスカバー鹿児島キャンペーン開始
７月 ・令和２年７月豪雨 ・GoToトラベルキャンペーン開始

８月 ・ディスカバー鹿児島キャンペーン（第２弾）開始
９月 ・台風１０号上陸
11月 ・「今こそ鹿児島の旅」開始

２０２１年 １月 ・緊急事態宣言の発令
(Ｒ３) ４月 ・緊急事態宣言の発令 ・「今こそ鹿児島の旅(第２弾)」開始

・まん延防止等重点措置の適用 ・県民限定かごしま旅クーポン発売
５月 ・緊急事態宣言の拡大

・まん延防止等重点措置の適用
７月 ・東京五輪開幕 ・奄美・徳之島の世界自然遺産登録
８月 ・緊急事態宣言の拡大

・まん延防止等重点措置の適用
・東京パラ五輪開幕

９月 ・緊急事態宣言の拡大
・まん延防止等重点措置の適用

10月 ・奄美群島で軽石大量漂着
11月 ・「出水ツルの越冬地」のラムサール条約湿地登録

２０２２年 １月 ・まん延防止等重点措置の適用
(Ｒ４) ２月 ・まん延防止等重点措置の適用 ・霧島神宮の国宝指定

７月 ・桜島噴火警戒レベル３→５
10月 ・水際措置の緩和 ・第12回全国和牛能力共進会で

和牛日本一を獲得
・「今こそ鹿児島の旅(第３弾)」開始

11月 ・国際クルーズ船の日本への受入再開
２０２３年 １月 ・「今こそ鹿児島の旅(第４弾)」開始
(Ｒ５) ・鹿児島空港国際線再開（韓国からの連続チャーター運航）

３月 ・国際クルーズ船受入再開
※寄港回数 Ｈ３１：１０４回，Ｒ２：３回，Ｒ３～４：０回

-2-



２ 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う観光関係の対応

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により，本県の観光関連産業に

おいては，これまでに経験したことがない非常に厳しい状況に立たされ

ました。

県では，観光関連産業を支援するため，「今こそ鹿児島の旅」等の観

光需要喚起や「ぐりぶークーポン」等の消費意欲喚起に取り組んだほか，

事業継続や経営安定化に向けた支援なども行ってきました。

また，県民の安心・安全と経済活動の両立が図られるよう，飲食店及

び宿泊施設の第三者認証制度の創設・運用及び感染防止対策に要する経

費の支援なども行ったところです。

（１）観光需要喚起策

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた本県観光関連産業の早

期回復を図るため，「今こそ鹿児島の旅」等の需要喚起策を切れ目

なく展開してきました。

《主な施策の展開》

◎ディスカバー鹿児島キャンペーン事業（R2）

・急激な観光客の減少に苦しむ観光業を守り，早期の需要回復を

図るため，県民に対して県内観光を促す宿泊助成等を行うとと

もに，国の経済対策に合わせた本県の誘客を促進

◇主な取組内容

県民向けの宿泊助成

利用期間 利用枚数

宿泊券（1万円／人） R2. 6.20～R2. 9.15 16,081枚

の発行 R2. 8.28～R2.10.18 12,818枚

タクシー券（3千円 R2. 6.20～R2. 8.31 25,185枚

／組）の発行

県外観光客に対するタクシー・レンタカー利用料金助成

助成件数 助成金額

タクシー 3,348件 15,528千円

レンタカー 18,185件 79,342千円

◎観光かごしま回復事業（R2）※「今こそ鹿児島の旅（第１弾）」

・国体延期による宿泊需要の損失や，新型コロナウイルス感染症

による観光客の減少に苦しむ宿泊施設事業者及びバス事業者を

支援

◇主な取組内容
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①今こそ鹿児島の旅事業（旅行商品の割引助成）

上 限 額：本土10,000円

離島（奄美地域を除く）15,000円

離島（奄美群島）20,000円

助成実績：234,041千円（29,511人泊）

②今こそ鹿児島の旅事業（県民プレミアム付宿泊券）

県内宿泊施設で利用可能な宿泊券を県民限定で販売

販 売 額：１セット（2,500円×２枚綴り）2,500円

利用実績：39,577枚

◎観光かごしま再生事業（R2,R3）

・観光客の減少に苦しむ観光業の早期再生を図るため，宿泊や旅

行に使えるクーポン券の発行やタクシー及びレンタカー利用料

金の助成などを実施

◇主な取組内容

①かごしま旅クーポン事業

・県内外の旅行会社や県内宿泊施設で利用できるプレミ

アム付きクーポン券を販売

助成実績：894,260千円（357,704枚）

②らくらく鹿児島巡り事業

・県外観光客に対し，タクシー・レンタカーの利用料金

を助成

助成実績：タクシー 13,434千円（ 2,901件）

レンタカー 117,092千円（25,897件）

◎県内観光促進緊急対策事業（R3,R4）※「今こそ鹿児島の旅（第２弾）」
・国の補助金を活用し，県内での観光を促進するため，県民及び

九州・沖縄ブロック居住者向けに旅行商品の割引を実施

◇主な取組内容

①旅行商品割引助成

・宿泊又は日帰りの旅行代金の50%（5千円上限）を助成

助成実績：3,236,591千円

（宿泊 679,143人泊，日帰り 75,183人泊）

②今こそ鹿児島クーポン

・①の割引対象旅行商品のうち，旅行代金が4千円以上の

ものに2千円分の商品クーポンを付与

利用実績：1,334,209千円
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◎鹿児島ＧｏＴｏトラベル推進事業，鹿児島県地域観光支援事業（R4）

全国旅行支援（R4）※「今こそ鹿児島の旅（第３,４弾）」 等

・本県観光関連産業の早期回復を図るため，県内での旅行商品の

割引や県外の観光客に対するタクシー・レンタカー利用料金の

助成，遊び・体験の割引クーポンの付与を実施

◇主な取組内容

①「今こそ鹿児島の旅（第３弾）」

・宿泊または日帰りの旅行代金の最大40%を助成すると

ともに，商品クーポンを付与

利用実績：旅行商品割引 3,710,552千円

（宿泊 694,709人泊，日帰り 6,151人）

商品クーポン 1,996,107千円

②「今こそ鹿児島の旅（第４弾）」

・宿泊または日帰りの旅行代金の最大20%を助成すると

ともに，商品クーポンを付与

利用実績：旅行商品割引 2,713,694千円

（宿泊 981,563人泊，日帰り 16,593人）

商品クーポン 1,939,099千円

※R5.8.22現在

③らくらく鹿児島巡り事業

・県外観光客に対し，タクシー・レンタカーの利用料金

を助成

助成実績：タクシー 12,946千円（2,837件）

レンタカー 78,380千円（17,821件）

④体験たっぷりプレゼント事業

・県外観光客に対し，遊び・体験の割引クーポンを付与

助成実績：46,510千円（11,384人）

（２）消費意欲の喚起

県民の消費意欲を喚起するため，飲食サービス，特産品等の購入

に利用できるクーポンを発行し，新型コロナウイルス感染症により

影響を受けた飲食店等の支援に取り組みました。

《主な施策の展開》

◎ぐりぶークーポン発行事業（R3,R4）

・新型コロナウイルス感染症や原油価格・物価高騰等によって影

響を受けている飲食店等を支援し，県民の消費意欲の喚起や生

活者への支援を図るため，飲食サービス，特産品等の購入に利

用できる割引クーポンを配信

◇主な取組内容
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・スマートフォンアプリＬＩＮＥにより，登録店舗におけ

る対象となる物・サービスの購入代金2千円以上につき以

下のとおり割引クーポンを配信

① 飲食店（第三者認証取得済み）700円割引

② 飲食店（第三者認証取得なし），茶，花き，特産品 500円割引

利用実績

利用店舗登録数 使用枚数

飲食 茶 花き 特産品

R3 1,452 1,197 47 47 161 2,486,713

R4 2,139 1,806 64 58 211 5,100,608

（３）事業者の経営安定化と事業継続支援

新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にある中小企

業者の経営安定化を図ってきたほか，中小企業等の事業継続のため

の一時支援金などの整備や拡充を行いました。

《主な施策の展開》

◎鹿児島県事業継続支援金給付事業（R2）

鹿児島県事業継続緊急支援金給付事業（R2,R3）

鹿児島県事業継続一時支援金給付事業（R3）

鹿児島県事業継続月次支援金給付事業（R3）

・新型コロナウイルス感染症の影響等を受け，事業収入が大きく

減少している県内事業者の事業継続を図るため，事業全般に広

く使える支援金を給付

◇主な取組内容

交付実績

令和２年度 令和３年度

鹿児島県事業継続支援金 6,251件 －

給付事業 1,078,060千円

鹿児島県事業継続緊急支 896件 6,766件

援金給付事業 200,000千円 1,494,782千円

鹿児島県事業継続一時支 － 5,461件

援金給付事業 1,040,870千円

鹿児島県事業継続月次支 － 2,123件

援金給付事業 208,004千円

◎県中小企業融資制度運営事業（R2～R4）

・新型コロナウイルス感染症に起因する事由により，経営に大き

な影響を受けた中小企業者及び組合が，経営の安定化のために

借り入れた資金に係る保証料について補助を実施
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◇主な取組内容

保証料補助実績

令和２年度 令和３年度 令和４年度

鹿児島県信用保証協会 12,670千円 10,659千円 9,942千円

(独)奄美群島振興開発基金 － 340千円 250千円

◎新型コロナウイルス関連緊急経営利子補助事業（R2～R4）

・新型コロナウイルス感染症に起因する事由により，経営に大き

な影響を受けた中小企業者及び組合が，経営の安定化のために

借り入れた資金に係る利子について補助を実施

◇主な取組内容

利子補助実績

令和２年度 令和３年度 令和４年度

新型コロナウイルス関連特別緊急利子補助事業 4,276千円 － －

新型コロナウイルス関連緊急経営利子補助事業 5,117千円 451千円 －

新型コロナウイルス感染症対応資金関連利子補 1,325百万円 3,418百万円 3,426百万円

助事業（上段 全国統一分，下段 県独自支援分） 24,863千円 9,056千円 －

（４）県民の安心・安全と経済活動の両立

県民の安心・安全と経済活動の両立が図られるよう，宿泊施設等

における感染防止に係る資機材購入の支援等を行ったほか，感染防

止対策を講じた宿泊施設を認証する第三者認証制度を設けること

で，感染防止対策の向上を図るとともに，これらの施設の利用を県

民に呼びかけてきました。

また，新型コロナウイルス感染症収束後の観光需要回復に向け，

県内の観光事業者が行う施設等のバリアフリー化及びウィズ/ポス

トコロナにおける新たな需要に対応するための取組を支援しまし

た。

《主な施策の展開》

◎宿泊施設感染防止対策支援事業（R2）

・県内の宿泊施設事業者を対象に感染防止対策に必要な物品等の

購入や施設の改修等の支援のほか，各施設における感染防止コ

ンシェルジュを養成するためのセミナーを実施

◇主な取組内容

①小規模支援事業（機械購入費等）

補助実績：222,982千円（661件）

②大規模支援事業（施設等改修費用）

補助実績：591,841千円（186件）

③新型コロナウイルス感染防止コンシェルジュ養成支援事業
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開催実績：全７回，計38会場，受講者317名

◎宿泊施設感染防止対策等支援事業（R3）

・新型コロナウイルス感染拡大防止と経済活動の両立を図るた

め，国の地域観光事業支援事業等を活用し，県内の宿泊事業者

が行う感染拡大防止策の強化等に係る費用の一部を支援

◇主な取組内容

①小規模支援（物品購入費等）

補助実績：134,738千円（290件）

②大規模支援（施設等改修費用），前向き投資支援

補助実績：679,864千円（264件）

◎観光事業者等受入環境整備支援事業（R4）

・新たな観光需要の創出につなげるため，県内の観光事業者が行

う施設等のバリアフリー化及びウィズコロナ・ポストコロナに

おける新たな需要に対応するための取組（前向き投資）を支援

◇主な取組内容

①バリアフリー化支援

補助実績：139,419千円（39件）

②前向き投資支援

補助実績：176,159千円（159件）

◎宿泊施設の感染防止対策認証制度事業（R3）

・県民や観光客等の利用促進を通じた経済活動の回復を図るた

め，県内宿泊施設を対象とする感染防止対策認証制度を創設

◇主な取組内容

・県が定める基準に適合する県内宿泊施設の認証（認証数

533施設）

◎宿泊施設の認証取得促進事業（R4）

・新型コロナウイルス感染拡大防止と経済活動の両立のため，県

が適切な感染対策の講じられた宿泊施設を認証するとともに，

認証の取得又は維持にかかる感染拡大防止対策の費用の一部を

支援することで認証取得を促進

◇主な取組内容

・県が定める基準に適合する県内宿泊施設の認証（認証数

686施設）

・認証の取得または維持に係る感染防止対策費用の一部を

支援（交付実績 49,553千円（353件））

-8-



◎県内教育旅行の促進

・県内外の学校が県内で実施する教育旅行において，バスの借上

に要する経費及び修学旅行における施設見学等に要する経費を

支援したほか，県内の学校等に対し，県内での修学旅行実施を

要請

◇主な取組内容

教育旅行貸切バス追加借上支援事業（R3）

修学旅行誘致促進支援事業（R4）

バス借上補助件数

令和３年度 令和４年度

県内学校 111件 67件

県外学校 10件 72件

施設入館料等免除の実績

令和３年度 令和４年度

学校数 96校 189件

人数 5,785人 8,387人

（うち引率者） （431人） （533人）

◎キャッシュレスの導入支援等

・県内におけるキャッシュレスの普及を促進するため，事業者に

対するキャッシュレス導入に要する経費の補助のほか，事業者

や消費者に対する研修会やアンケート調査等を実施

◇主な取組内容

飲食店感染防止対策支援事業（R2）， キャッシュレス導入支援事業（R3）

令和２年度 令和３年度

対象者 県内飲食店 県内中小・小規模事業者

補助内容 補助率4/5以内 補助率4/5以内

(上限20万円/事業者) (上限10万円/事業者)

補助実績 10,534千円（140件） 17,659千円（325件）

キャッシュレス普及促進事業（R3～R4）

・事業者向けキャッシュレス説明会

・消費者向けキャッシュレス体験講座

・キャッシュレス普及状況アンケート調査の実施
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３ 「奄美・沖縄」の世界自然遺産登録等を生かした観光振興
の取組

令和３年７月に，「奄美大島，徳之島，沖縄島北部及び西表島」が世

界自然遺産に登録されました。

本県は，平成５年12月に登録された屋久島と合わせて県内に２つの世

界自然遺産を有する全国唯一の県となり，このことは，国内だけではな

く海外からの観光客誘致においても，大きなセールスポイントになりま

す。

また，今回の世界自然遺産登録の効果が一過性・限定的にならないよ

うに，地元市町村，観光関連事業者など幅広い関係者と連携を図りなが

ら，世界自然遺産をはじめとする奄美群島が持つ豊かな自然，個性的で

多様な伝統文化等の観光資源を最大限活用に活かすための取組を進めて

います。

（１）受入体制の整備

奄美群島全体の観光拠点として位置づけられている奄美パークの

展示施設の改修や，無料Ｗｉ─Ｆｉ環境の整備，キャッシュレス決

済サービスの導入への支援を行ったほか，奄美群島地域通訳案内士

や奄美群島認定エコツアーガイドの育成に取り組んでいるところで

す。

《主な施策の展開》

◎奄美パーク改修等事業

・奄美群島全体の観光・情報発信拠点としての機能を強化するた

めの奄美パークの展示施設改修の実施

◇主な取組内容

・屋根改修，Ｗｉ─Ｆｉ整備，テーマウォール多言語化，

イベント広場照明機器改修

◎宿泊施設感染防止対策等支援事業（R3）

観光事業者等受入環境整備支援事業（R4）

・ワーケーションに対応した通信環境の整備など，ウィズ/ポス

トコロナにおける新たな需要に対応するための取組を支援

（２）世界自然遺産登録を契機とした誘客や周遊の促進

沖縄県と連携し，それぞれの地域の持つ多彩な魅力を生かしたプ

ロモーションや周遊促進を図ったほか，２つの世界自然遺産（屋久

島・奄美）を生かし，各島の自然の魅力と併せて，歴史や文化を体
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験できる周遊旅行商品の造成を行いました。

また，奄美の独自の文化である島唄の魅力を発信することにより，

奄美の自然や文化に対する理解を深めるとともに，島唄を観光素材

とした誘客に取り組んでいるところです。

《主な施策の展開》

◎「奄美・沖縄」世界自然遺産登録観光連携事業

・一体的に世界自然遺産に登録された「奄美・沖縄」という連携

体制を活用し，鹿児島・沖縄両県の地域が持つ本来の魅力発信

し，世界遺産の魅力を体感できる両地域の周遊を促進

◇主な取組内容

・首都圏等で開催されるイベントでのＰＲ等の実施による

共同プロモーション

・周遊旅行商品の造成等を通じた両地域の周遊促進

◎２つの世界自然遺産（屋久島・奄美）周遊促進事業

・奄美群島と屋久島双方の誘客拡大を図り，継続的な誘客を促進

するため，各島の自然遺産の魅力とあわせて歴史や文化を体感

できる周遊旅行商品の造成を促進

◇主な取組内容

・旅行会社，旅行系インフルエンサーを対象としたモニタ

ーツアーの実施

・奄美群島と屋久島を周遊するオンライン旅行商品の造成

及び催行

・「２つの世界自然遺産 屋久島と奄美大島・徳之島」フォ

トコンテストの開催

・屋久島，奄美大島または徳之島を周遊する旅行商品造成

に要する経費を助成

◎ほこらしゃ奄美音楽祭開催事業（R4）

・奄美の自然や文化に対する理解を深めるため，世界自然遺産に

登録された奄美の独自の文化である島唄の魅力を発信

◇主な取組内容

ほこらしゃ奄美音楽祭

令和４年度

観客数 1,255人

クリニック・ミニコンサート参加者数 236人
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４ 危機事象の発生に伴う観光関係の対応

１の「国内外及び本県における観光関係の主な動向」のとおり，令和

２年度から令和４年度までの期間において，新型コロナウイルス感染症

以外にも様々な危機事象が発生しました。

県では，こうした危機事象の発生に伴い，風評被害など本県の観光面

への影響が拡大することのないよう，国内外への的確な情報発信やＰＲ

などの誘客対策を実施してきました。

主な危機事象ごとの対応は次のとおりです。

（１）軽石漂着等に伴う観光面の取組

令和３年８月の小笠原諸島の海底火山「福徳岡ノ場」が噴火した

影響とみられる軽石が，令和３年10月中旬以降，奄美群島内の港湾

や漁港等に大量に漂着していることにより，ダイビングやグラスボ

ートはほとんど営業ができていない状況になるなど，観光事業者に

おいても，様々な影響がありました。

この様な状況を踏まえ，県では，軽石の漂着等に伴う観光事業へ

の影響に対する支援策を講じるよう，国に対し要望を行いました。

（２）火山活動（桜島）に伴う観光面の取組

令和４年７月に桜島の噴火警戒レベルが５に引き上げられ，桜島

内の宿泊施設においては，多くの予約キャンセルが生じました。

これらの火山活動による風評被害に対応するため，県の観光サイ

ト等による桜島及び周辺地域の状況に関する正確な情報発信や，国

内外の旅行会社に対する正しい情報の提供，県外イベントにおける

桜島の観光ＰＲを実施しました。

◇主な取組内容

・県観光サイト「かごしまの旅」やＳＮＳでの正しい情報の発信

・県内ホテル・旅館等への観光客に対する正しい情報発止の要請

・旅行会社等への正しい情報の発信

・イベント等での正しい情報の発信
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第２ 「観光立県かごしま」の実現に
関して実施した主な施策
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１ 魅力ある癒しの観光地の形成

２ 戦略的な誘客の展開

３ オール鹿児島でのおもてなしの推進

施策の基本的方向 基本的施策

◎「鹿児島県観光振興基本方針」に基づく施策体系

(1) 地域の観光資源の保全，活用及び創出（P15）

(2) 地域の特性を生かした良質なサービスの提供の確保（P16）

(3) 観光関係施設等の整備（P17）

(4) 新たな観光旅行の分野の開拓等（P20）

(5) 観光地における環境の保全（P22）

(1) 観光客の来訪の促進等（P24）

(2) スポーツキャンプ等の誘致（P27）

(3) 外国人観光客の来訪の促進等（P28）

(4) クルーズ船の誘客（P29）

(1) 全ての観光客がストレスなく快適に観光できる環境の整備（P33）

(2) 外国人観光客の受入体制の整備（P34）

(3) 観光を担う人材の育成・確保（P34）

(4) 啓発・学習の推進（P35）

(5) 観光旅行の安全の確保（P36）

(6) 統計調査・研究（P36）

(5) 相互交流の促進（P29）
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１ 魅力ある癒しの観光地の形成
競争力の高い魅力ある観光地の形成を図るため，地域ごとの特性

を生かし，個性的で潤いのある街並み景観や沿道修景などハード面

の整備を進めるとともに，地域の新たな観光資源の発掘に努め，自

然や環境，人とのふれあい，健康や食をテーマとするツーリズム，

農林水産業の着地型観光の促進などソフト面の取組と併せて，癒や

しの観光地づくりを進めています。

また，観光地における環境の保全を図り，豊かな自然環境と共生

する持続可能な観光地づくりに努めています。

（１）地域の観光資源の保全，活用及び創出

美しい豊かな自然環境や奥深い歴史を物語る文化財などの多彩で

魅力ある地域の観光資源の保全に取り組むとともに，地域の創意工

夫を生かしながら，産・学・官の連携により，多様な観光ニーズに

的確に対応した鹿児島ならではの新しい旅行商品の創出と充実を図

っています。

《主な施策の展開》

◎錦江湾みらい総合戦略推進事業

・錦江湾は多様な海洋レクリエーションを楽しめる適地であるこ

とから，複数の海洋スポーツの競技会等を組み合わせたスポー

ツ大会を開催

◇主な取組内容

錦江湾マリンスポーツ大会の実施状況

令和２年度 令和３年度 令和４年度

種目数 2 3 7

選手数 588人 1,915人 2,284人

観客数 21人 20人 1,458人

◎霧島国際音楽祭運営事業

・国内外の著名な音楽家や多数の受講生を迎え，みやまコンセール

を中心に趣向を凝らした多彩なコンサートや講習会などを実施

◇主な取組内容

霧島国際音楽祭開催実績

令和２年度 令和３年度 令和４年度

観客数 10,029人 9,139人 8,277人

受講生数 60人 73人 77人

聴講生数 241人 240人 266人

◎ほこらしゃ奄美音楽祭開催事業【再掲（Ｐ11）】
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（２）地域の特性を生かした良質なサービスの提供の確保

農林水産業や製造業など幅広い業種と密接に連携しながら，豊か

な自然の恵みと先人達の知恵に育まれた魅力あふれる地元食材を積

極的に活用したメニュー開発や特産品づくりなど良質なサービスの

提供を促進しています。

また，世界遺産や一流の景観，食材など地域の魅力的な観光資源

を生かし，長期滞在も可能なリゾート地の形成を図っています。

《主な施策の展開》

◎かごしまの“食”活動推進事業

・本県の農林水産物の良さや農林水産業に対する理解を深め，県

産農林水産物の利用を促進

◇主な取組内容

かごしま地産地消推進店の新規登録状況

令和２年度 令和３年度 令和４年度

新規登録店舗数 7店 12店 53店

◎かごしまの農林水産物認証制度普及事業

・「かごしまの農林水産物認証制度(K-GAP)」の普及拡大により，

県産農林水産物に対する消費者の安心と信頼を確保し，更なる

生産振興を推進

◇主な取組内容

K-GAP認証状況

令和２年度 令和３年度 令和４年度

認証品目数 63 63 66

認証団体・個人数 272 260 262

認証件数 320 305 311

うち新規認証 16 5 22

K-GAPに係るＰＲの主な実施状況

令和２年度 令和３年度 令和４年度

ＰＲ協力店の登録 317店舗 315店舗 314店舗

ＰＲフェアの開催 － 2店舗 2店舗

◎かごしまの食販売促進強化事業

・安心・安全で良質な県産農畜産物のブランド力を高めるため，

安定的に生産・出荷できる産地づくりと，県育成品種や希少性

の高さなどの各品目の特性等に応じた販売を促進

◇主な取組内容

・品質の高位平準化等に向けた取組への支援
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・県産農畜産物のイメージアップによる販路拡大

かごしまブランド産品販売額 （単位：百万円）

令和２年度 令和３年度 令和４年度

販売実績 59,197 62,129 －

◎個人旅行者向け体験型旅行商品販売推進事業（R3,R4）

（観光かごしま大キャンペーン推進事業（一般事業））

・観光客の利便性の向上と滞在時間・観光消費額の増加を図るた

め，県内の体験プランをＷＥＢ上で予約・販売できるシステム

を導入

◇主な取組内容

「VISIT鹿児島県」利用実績

令和３年度 令和４年度

体験プラン数 56件 88件

利用者数 933人 5,353人

販売額 3,176千円 15,482千円

（３）観光関係施設等の整備

観光客が訪問しやすく，ゆとりと潤いのある環境を整備するため，

地域の特性を生かした個性的で潤いのある街並み景観の形成や沿道

の整備等を推進するとともに，国内外を結ぶ交通ネットワークの形

成促進を図っています。

《主な施策の展開》

◎魅力ある観光地づくり事業

・本県を訪れる観光客の受入体制の充実を図るため，街並み整備

や錦江湾岸の景観整備，沿道修景の整備等を推進

◇主な取組内容

主な整備箇所

箇所名 市町村・地名 主な整備内容

市来観音ケ池周辺景観整 いちき串木野市湊 展望デッキ

備

池田湖周辺景観整備 指宿市池田 水上デッキ

出水武家屋敷群散策拠点 出水市麓 日本庭園

整備

日当山温泉郷まち歩き拠 霧島市隼人町内 駐車場

点整備

雄川の滝周辺景観整備 南大隅町根占川南 遊歩道

種子島北部観光拠点整備 西之表市浦田 遊歩道

西郷南州史跡周辺整備 龍郷町龍郷 園地
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◎奄美パーク改修等事業

・奄美の世界自然遺産登録を踏まえ，施設の長寿命化を図るとと

もに，世界遺産の情報発信拠点としてふさわしい施設となるよ

う改修を実施

◇主な取組内容

・屋根改修，Ｗｉ－Ｆｉ整備，テーマウォール多言語化，

イベント広場照明機器改修

◎ハイブランドホテル整備事業

・富裕層をはじめとした外国人観光客の受入体制の整備促進を図

るため，地域総合整備資金（ふるさと融資）を活用し，民間企

業が行うハイブランドホテルの整備を支援

◇主な取組内容

・シェラトン鹿児島の整備に対し，地域総合整備資金（ふ

るさと融資）を活用し，長期無利子資金を融資

◎奄美群島航空（航路）運賃軽減事業

・奄美群島振興交付金を活用して，奄美群島の住民等を対象とし

た航空（航路）運賃の一部助成を行い，奄美群島における島外

への移動コストの負担軽減を実施

◇主な取組内容

航空路への助成

対象者 奄美群島の住民・準住民 その他

対象路線 奄美群島各島－鹿児島

奄美群島各島間 奄美群島各島間

軽減額 離島割引運賃の割引率を普 往復割引運賃の割引率を普

通運賃比約54％引まで軽減 通運賃比約28％引まで軽減

航路への助成

対象者 奄美群島の住民・準住民 その他

（小児含む） （小児含む）

対象区間 奄美群島各島－鹿児島

奄美群島各島間 奄美群島各島間

軽減額 奄美大島，喜界島，徳之島－鹿児

(片道) 島：3,240円（1,620円）

沖永良部島，与論島－鹿児島： 800円（400円）

3,850円（1,930円）

奄美群島各島間：900円（450円）
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◎奄美群島交流需要喚起対策特別事業（～R3）

・奄美群島振興交付金を活用して，交流人口拡大に向けて，東京

－奄美間等における航空運賃や航路運賃の軽減措置等を試験的

に実施

◇主な取組内容

・沖縄路線に比べて著しく運賃が高額となっている東京－

奄美路線について沖縄路線程度の運賃とすることによる

実証実験を実施

・島外住民を対象に航路運賃の軽減を実施

◎奄美群島誘客・周遊促進事業（R4～）

・奄美群島振興交付金を活用して，奄美群島の交流人口拡大に向

けて，航路航空路事業者と連携したプロモーション等を実施

◇主な取組内容

・「奄美群島への新しい旅のカタチ」ポータルサイト制作

・映画「ONEPIECE FILM RED」とのタイアップ（フェリー利

用者へのノベルティ配布，船内及び各港におけるキャラ

クターパネルの設置 等）

◎奄美・沖縄連携交流促進事業

・奄美群島と沖縄住民等の交流を促進するため，奄美群島発及び

沖縄発の航空運賃と航路運賃の一部を助成

◇主な取組内容

航空路・航路への助成

対象者 航空路 航路

対象路線 那覇－奄美大島・沖永良部 那覇・本部－奄美群島各島

・与論・徳之島

軽減額 特便割引１：普通運賃費約25％引 普通運賃から1,420円～

先得割引Ａ：普通運賃費約40％引 等 2,030円割引

◎特定有人国境離島地域航路・航空路運賃低廉化事業

・鹿児島と同地域間等の移動コストの負担を軽減するため，住民

等を対象として航路・航空路運賃を低廉化

◇主な取組内容

対象地域･･･甑島列島，種子島，屋久島，三島，吐噶喇列島

運賃低廉化の考え方

・ジェットフォイル：ＪＲ特急指定席並

・高 速 船：ＪＲ特急自由席並

・フェリー：ＪＲ在来線並

・航空機：新幹線並
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◎鹿児島港におけるクルーズ船の受入環境整備

・クルーズ船の寄港数の増加，更なる大型化に対応するため，本

港区北ふ頭やマリンポートかごしまにおいて，クルーズ船の受

入環境整備を実施

◇主な取組内容

・「マリンポートかごしま」２号岸壁完成（R4.3）

※22万トン級クルーズ船対応

・「マリンポートかごしま」に外国クルーズ２隻が同時接岸

（R5.3月）

（４）新たな観光旅行の分野の開拓等

四季折々の自然環境，歴史・文化など地域の特色ある観光資源を

生かした着地型観光など，新たな分野の観光旅行を開拓・推進し，

地域の人，生活・文化などとの触れ合いを通じた多様な観光交流を

促進してきています。

《主な施策の展開》

◎グリーン・ツーリズムの推進

・農山漁村を訪れる都市住民や体験型教育旅行生（修学旅行生）

の受入態勢の充実・強化や地域資源を活用した交流活動の支援

等を行い，グリーン・ツーリズムによる都市農村交流を推進

農林漁業体験民宿

令和２年度 令和３年度 令和４年度

農林漁業体験民宿 176軒 175軒 172軒

体験型教育旅行（修学旅行）受入数

令和２年度 令和３年度 令和４年度

学校数 8校 11校 36校

延べ生徒数 1,122人 1,665人 4,075人

受入登録農家数（※） 793軒 678軒 621軒

うち受入農家数 108軒 106軒 165軒

※ 受入登録農家とは，県における農山漁村生活体験学習に

係る取扱指針（県独自のガイドライン）に基づく農家

◇主な取組内容

・農家民宿アドバイザーの派遣

・農家民宿経営者を対象とした研修会の開催

・安全対策研修会

・モニターツアーの実施
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◎ブルー・ツーリズムの推進

・魅力ある水産資源を効果的に活用することで都市住民と漁村と

の交流を促進し，漁村地域の活性化を推進

修学旅行数

令和２年度 令和３年度 令和４年度

修学旅行 （団体数） 27団体 54団体 72団体

〃 （人数） 1,308人 2,378人 2,165人

修学旅行以外(学校教育，観光， 23団体 24団体 35団体

その他) （団体数）

〃 (人数) 285人 471人 1,122人

◇主な取組内容

・修学旅行の受け入れの際に必要な安全対策等の経費助成

・ＰＲパンフレットの作成，配布

・ＨＰを利用した漁村地域の魅力発信

・ブルーツーリズムの取組体制づくりのための講習会の開

催

◎エコツーリズムの推進

・屋久島環境文化村構想に基づき，エコツーリズムを推進するた

めの関係機関との連絡調整や，山岳部利用対策として，登山者

のマナー向上のための啓発等を行うとともに，屋久島環境文化

村構想推進の中核施設の管理運営等を実施

◇主な取組内容

・世界自然遺産都道県連絡会議，屋久島世界遺産地域連絡

会議等への出席

・登山者へのマナー啓発冊子等の作成・配布

・山岳部監視指導員の配置

・屋久島環境文化村センター及び屋久島環境文化研修セン

ターの施設補修や設備機器の更新等を実施

◎ユニバーサルツーリズムの推進

・高齢や，障害の有無にかかわらず，誰もが安心して，県内各地

を快適に旅行できるような受入体制を整備

◇主な取組内容

・ユニバーサルツーリズム普及・啓発のための研修会の実

施

・ユニバーサルツーリズムに係る観光地情報等の調査及び

発信
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◎サイクルツーリズムの推進（R3,R4）

・サイクルツーリズムの振興を図るため，県内市町村や関係団体

等で構成される「県サイクルツーリズム推進協議会」を設立し，

県内モデルルートの設定や情報発信，受入環境整備を実施

◇主な取組内容

・県サイクルツーリズム推進協議会，地域部会の開催

・サイクルツーリズムセミナーの開催

・県内モデルルートの設定

・サイクルツーリズム特設ホームページの開設

・モニターツアーの実施

・サイクルステーション等整備支援事業費補助

補助実績：368千円（６件）

（５）観光地における環境の保全

奄美大島・徳之島や屋久島の世界自然遺産地域における取組な

ど，県内の生物多様性に富んだ美しい豊かな自然の保全と活用の両

立を図り，持続可能な観光地づくりを推進しています。

《主な施策の展開》

◎世界自然遺産「奄美」保全・活用事業（～R3）

・奄美大島・徳之島の世界自然遺産登録の実現及びその後の適切

な保全・管理に向けた自然環境の保全と利用の両立や気運の醸

成などの取組を推進

◇主な取組内容

・世界自然遺産登録について，気運の醸成を図るため，登

録試聴会及び登録記念式典を開催

・「世界自然遺産奄美トレイル」の整備，活用推進のための

標識整備及びＰＲの実施

・金作原（奄美市），林道山クビリ線（徳之島町），奄美市

道スタルマタ線（奄美市）の利用適正化のため，利用ル

ールを運用

◎奄美世界自然遺産保全・活用推進事業（R4）

・世界自然遺産に登録された奄美大島・徳之島の適切な保全・管

理の継続的な実施に向けて，自然環境の保全と利用の両立など

の取組を推進

◇主な取組内容

・世界自然遺産の価値を将来にわたって維持するための意

識醸成を目的とした登録１周年記念シンポジウムを開催
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・金作原（奄美市），林道山クビリ線（徳之島町），奄美市

道スタルマタ線（奄美市），湯湾岳（大和村・宇検村）の

利用適正化のため，利用ルールを運用

◎奄美自然観察の森整備事業

・世界自然遺産登録後の観光客の増加を見据え，気軽に奄美の自

然を楽しめる施設として，龍郷町の「奄美自然観察の森」のリ

ニューアルに係る経費を助成

◎エコツーリズムの推進【再掲（Ｐ21）】

◎県立自然公園満喫周遊事業

・自然環境の保護と利用の好循環を図るため，地域関係者等が参

加したワークショップを開催して，自然公園内の楽しみ方や周

遊コースを集約し，マップの作成・配布及びＨＰ等による情報

発信を実施。（R1～）

・地域の観光事業者や団体等による受入環境整備等の取組に対す

るスタートアップ支援。（R4～）
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２ 戦略的な誘客の展開
マスメディア，インターネット，ソーシャルメディアなどの各種メ

ディアの活用による効果的・戦略的な情報発信や旅行エージェント

（旅行業者）等への対応，一般社団法人九州観光機構等と連携した広

域的な取組の推進などにより，「ＫＡＧＯＳＨＩＭＡ」の知名度を高

め，観光客の来訪を促進しています。

また，多くの外国人観光客が直接，鹿児島を訪れられるよう，国際

航空路線網の維持・拡充や新規路線の開設，国際チャーター便の就航

の促進を図るほか，各種誘客により外国人観光客の来訪を促進してい

ます。

（１）観光客の来訪の促進等

増加する個人客対策の強化など観光客のニーズに対応した旅行商

品の拡充，誘客地域，対象を明確化した効果的な情報発信，セール

スプロモーション活動の充実により，観光客の来訪を促進していま

す。

また，南九州３県をはじめ九州・沖縄各県との一層の連携を図る

とともに，市町村の広域的な連携を促進しています。

《主な施策の展開》

◎観光かごしま大キャンペーン推進事業

・本県を訪れる観光客の一層の増加を図るため，メディア，エー

ジェント等を活用した効果的なキャンペーン等を実施

◇主な取組内容

①旅行需要を喚起する観光素材の創出

・地域の特性を活かしたワーケーションの受入体制の整

備と機運醸成

・県内の体験プランをＷＥＢ上で予約・販売できるシス

テムの導入

②テーマ性のある観光キャンペーン

・九州新幹線を利用した誘客強化キャンペーン

・鹿児島の世界遺産（奄美・屋久島・文化遺産）キャン

ペーン

・航空会社，船舶会社等とのタイアップキャンペーン

③効果的なプロモーション展開

・旅行エージェント・キャリア等と連携した誘客促進

・ターゲットを絞った効果的な情報発信

・県外事務所のネットワークを活用した情報発信

・本県への誘客が期待できる各種イベント等への出展
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◎国内誘客プロモーション事業（～R3）

・県外からの誘客促進を図るため，マーケティング調査の結果に

基づいた，戦略的かつ効果的なプロモーション活動を展開

◇主な取組内容

・インフルエンサー等の活用による若年層を対象とした効果

的なプロモーションの展開

・中高年層を対象に購読者数が多い活字媒体や映像媒体を活

用したプロモーションの展開

◎「稼ぐ力」向上のための誘客プロモーション事業（R4）

・誘客促進と観光消費額の向上を図るため，本県観光客の観光消

費額やニーズ等に係るマーケティング調査を行い，調査結果に

基づく効果的なプロモーションを実施

◇主な取組内容

・クレジット決済情報等を活用した，県内で消費を行う観光

客の属性や消費動向，周遊傾向などの調査・分析

・調査結果に基づき，ターゲット（年代，性別等）に最適な

媒体（ＳＮＳ，活字等）を用いたプロモーションの展開

◎修学旅行等対策事業

・修学旅行等の誘致を図るための受入体制の整備や広報宣伝等の

実施

修学旅行等の入込状況 (単位:人，校)

令和２年度 令和３年度 令和４年度

入込数 54,405 102,699 96,801

学校数 602 1,005 906

◇主な取組内容

・首都圏・関西圏・中国圏・九州地区等での旅行会社や教

育委員会，学校等への訪問セールス

・九州観光機構と連携した「教育旅行素材説明会・相談会」

の開催

・熊本・宮崎両県と連携した誘致セールスの実施

◎２つの世界自然遺産（屋久島・奄美）周遊促進事業【再掲（Ｐ11）】

◎わたしの鹿児島よかとこ旅事業（R4）

・マイクロツーリズムの促進を図るため，県民等から鹿児島の観

光素材や観光テーマを収集し，ＤＭＯ等と連携して磨き上げを

図るとともに，新たな観光コンテンツとしての情報を発信
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◇主な取組内容

・ＷＥＢサイト，ＳＮＳを活用したデジタルプロモーショ

ン等の実施

・県民等から募集した観光素材を活用した日めくりカレン

ダーの作成

◎戦略的プロモーション展開事業（R2）

・本県の認知度向上及びイメージアップを図るため，「新鹿児島

ＰＲ戦略｣に基づき，効果的な情報発信を積極的に実施

◇主な取組内容

・オンラインイベント開催による情報発信

・「桜島だいこんフェア」オープニングイベントの実施

◎「どんどん鹿児島」魅力発信ムービー制作事業（R2）

・本県の認知度向上及びイメージアップを図るため，本県の豊か

な自然や食，歴史・文化等の多彩な魅力を紹介する動画を新た

に制作し，ＷＥＢ上で公開

◇主な取組内容

・ＰＲ動画「Breathtaking Kagoshima～心奪われる鹿児島

～」の制作・公開

◎ＫＡＧＯＳＨＩＭＡイメージアップ事業（R3，R4）

・国内外へ本県の多彩な魅力を発信するため，「新鹿児島ＰＲ戦

略｣に基づき，民間企業等と連携したプロモーションの展開や

ＰＲ動画を活用した情報発信を実施

◇主な取組内容

・首都圏等でのＰＲ動画を活用したプロモーションの実施

・ＳＮＳを活用した海外向け情報発信

・県ＰＲ画像の更新

◎鹿児島ＰＲ戦略策定事業（R4）

・本県の更なる認知度向上やイメージアップを図るため，「新鹿

児島ＰＲ戦略」の見直しを行うとともに，新たなキャッチコピ

ーを策定

◇主な取組内容

・「鹿児島ＰＲ基本戦略」の策定

・新キャッチコピー「南の宝箱 鹿児島」の決定

◎鶴丸城跡「にぎわい」創出事業

・鶴丸城御楼門の復元を契機に，新たな観光拠点として，歴史・
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文化ゾーンの充実や回遊性の向上による交流人口の拡大を図る
ため，御楼門及び国指定史跡「鹿児島城跡」を活用したイベン
ト等を開催
◇主な取組内容
・鶴丸城跡歴史シンポジウムの開催
・鶴丸城跡（御楼門，石垣）ライトアップ点灯式の開催
・鶴丸城跡にぎわい創出イベントの開催

（２）スポーツキャンプ等の誘致
本県の充実したスポーツ施設や温暖な気候・観光資源・自然環境

等を生かしたスポーツ合宿・キャンプ等の誘致活動等を推進し，ス
ポーツを通じた交流人口の拡大等を促進しています。

《主な施策の展開》
◎スポーツ観光王国かごしま確立事業
・スポーツを通じた交流人口の拡大等を図るため，官民一体とな

って，スポーツ合宿・キャンプ等の誘致及び参加者・観客への
本県ＰＲを実施

スポーツ合宿等受入状況
令和２年度 令和３年度 令和４年度

団体数 383 574 860
参加人数（人） 7,257 12,245 21,341
延べ人数（人） 45,945 62,692 115,952

◇主な取組内容
スポーツ合宿セミナーの実施状況

令和２年度 令和３年度 令和４年度

関西地区 コロナにより未実施 コロナにより未実施 41団体

本県でキャンプを行うプロスポーツチーム等に対する激励品の贈呈等
令和２年度 令和３年度 令和４年度

贈呈等団体数 41 49 25

◎ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅施設管理運営事業
・本施設を核としたスポーツ合宿等の実施により，大隅地域にお
ける交流人口の拡大や地域活性化を図るため，トップアスリー
ト等の合宿誘致・受入及び施設維持管理等に関する業務を委託

ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅利用状況
令和２年度 令和３年度 令和４年度

利用者数(人) 23,334 31,821 38,710
利用料収入(千円) 6,401 7,977 11,227
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（３）外国人観光客の来訪の促進等

本県の歴史的，地理的な特性を生かし，主に東アジア地域を中心

とした直行便市場やＡＳＥＡＮ・欧米豪を中心とした戦略的市場か

らの誘客の強化を図るため，ターゲットとする市場に応じた各種誘

客促進に取り組んでいます。

また，南九州３県をはじめ九州・沖縄各県と一層連携した広域的

な取組を促進しています。

《主な施策の展開》

◎海外誘客ステップアップ事業

・外国人観光客の誘致促進を図るため，国や九州観光機構等と連

携しながら，現地又はＷＥＢでのプロモーションの実施の他，

現地のメディア及び旅行会社と連携した各種施策を実施

◇主な取組内容

①メディア等プロモーション

・ＳＮＳ等を活用した情報発信

・旅行博覧会等への出展

・BtoB，BtoC向けプロモーション

②旅行会社等プロモーション

・視察受入

・BtoB，BtoC向けプロモーション

・現地セールス

・商談会の実施・参加

◎外国人観光客受入体制整備事業

・国や九州観光機構等と連携しながら，本県を訪れた外国人観光

客が快適に周遊できるように，観光案内所の整備やガイドの育

成，講習会の開催などの受入体制を整備

◇主な取組内容

・観光案内の実施

・全国通訳案内士試験セミナー開催

・通訳ガイド有資格者レベルアップ研修セミナー開催

・外国人観光客受入体制推進講習会開催

・インバウンド実務担当者研修会開催

・フードダイバーシティセミナーの実施

・多言語コールセンターの運営

◎インバウンド誘客早期回復事業（R4）

・新たな滞在型観光コンテンツの充実を図るとともに，速やかに
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海外からの誘客を回復させるため，旅行会社や国内外の航空会

社等と連携した重点的なプロモーションなどを実施

◇主な取組内容

・新たな滞在型観光コンテンツの開発・磨き上げ

・航空会社と連携した特設ＷＥＢサイトによる情報発信

・Googleと連携したプロモーションや在日外国人による情

報発信

（４）クルーズ船の誘致

本県の地理的優位性を生かし，クルーズ船の誘致活動等を推進し，

クルーズ船を通じた交流人口の拡大を図っています。

◎国際クルーズ船誘致促進事業

・国際クルーズ船の誘致を図るため，本県へのクルーズ船寄港の

増加・定着化に向けたプロモーション等を戦略的に展開

クルーズ船入港実績

令和２年 令和３年 令和４年

入港数 鹿児島港 4回 2回 3回

その他 3回 1回 28回

計 7回 3回 31回

乗船客数 9,248人 504人 7,839人

◇主な取組内容

・クルーズ船社等へのセールス活動

・クルーズ船社視察受入

・クルーズコンベンション（クルーズ関係の国際見本市）

への参加

（５）相互交流の促進

経済，観光，文化等の発展・増進に広く寄与する国内外の交流を

促進し，相互交流の充実に向けた取組を推進しています。

《主な施策の展開》

◎「奄美・沖縄」世界自然遺産登録観光連携事業【再掲（Ｐ11）】

◎アジア主要都市との交流会議

・アジアの主要都市との交流を促進するとともに，本県の魅力の

ＰＲを実施

◇主な取組内容

①鹿児島・香港交流会議の開催（隔年，開催地は交互）
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・令和２年（香港），令和４年（鹿児島）は書面開催

②鹿児島・シンガポール交流会議の開催（隔年，開催地は交互）

・令和３年（鹿児島）は令和５年度に開催を延期

◎アジア地域との交流（韓国全羅北道，中国江蘇省）

・国際化の進展に対応するため，アジアに広がる国際交流ネット

ワークの形成を目指し，中国江蘇省，韓国全羅北道との交流協

議会を開催

◇主な取組内容

①鹿児島県・江蘇省交流協議会の開催（年１回）

・令和２年～令和４年は書面開催

②鹿児島県・全羅北道交流協議会の開催（隔年，開催地は交互）

・令和３年（鹿児島）は書面開催

◎貿易促進事業

・香港に駐在員を設置し，現地での情報収集，県産品のＰＲなど

の各種支援を行うほか，九州・山口合同による商談会の実施や

各種貿易関係団体の育成等により貿易を促進

◇主な取組内容

香港駐在員活動状況

令和２年度 令和３年度 令和４年度

来訪者 87人 89人 86人

調査件数 62件 46件 33件

会議 79回 97回 63回

関係先訪問件数 134件 205件 233件

オンライン商談会や渡航を伴わない現地でのプロモーショ

ンイベント等を実施

令和２年度 令和３年度 令和４年度

国内事前相談 31社 63社 82社

会，セミナー

海外現地商談会 23社(うち県内5社) 42社(うち県内3社) 34社(うち県内2社)

プロモーショ 11社(うち県内1社) 16社(うち県内1社) -

ンイベント

◎海外ビジネス支援事業

・県内企業の海外ビジネス展開を支援するため，貿易情報の収集
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・提供や各種海外事業を実施
◇主な取組内容
貿易相談，海外での商談会の実施状況

令和２年度 令和３年度 令和４年度

貿易相談 373件 428件 170件

貿易セミナーの開催 － １回 ３回

県 産 品 の Ｐ Ｒ 及 び 販 売 促 進 活 動 － ４回 ２回

海外バイヤー等招へい商談会（参加企業） ２回，48社 ３回，102社 ３回，66社

ト ッ プ セ ー ル ス 事 業 及 び 連 携 事 業 - 130名 102名，6社

（参加者数，出品数） 21品目

◎上海マーケット開発推進事業
・県上海事務所を中心に，中国における本県産品の販路拡大や，

本県の認知度向上等を図るため，県産品のＰＲや販売促進活動，
バイヤー等招へいによる商談会や産地視察等を実施
◇主な取組内容
上海事務所の活動状況

令和２年度 令和３年度 令和４年度

情報提供・市場調査 249件 365件 266件

県内企業等訪問同行 97件 142件 103件

貿易・取引等相談 64件 94件 69件

事業企画・調整 693件 1,014件 739件

その他国際交流等 277件 405件 296件

販売促進活動，バイヤー等招へい等の状況
令和２年度 令和３年度 令和４年度

販売促進活動等実施 ６回 ４回 12回
展示・商談会等 ４回 ５回 １回
視聴視察・調査等 ２回 ２回 －

◎ ＡＳＥＡＮマーケット開発推進事業
ＡＳＥＡＮの経済，金融の中心であるシンガポールを中心とし

て，現地の人材を活用し，ＡＳＥＡＮにおける県産品の販路開拓
や観光誘客の促進等を実施
◇主な取組内容
鹿児島県ＡＳＥＡＮディレクターを委嘱し，シンガポールを

起点としたＡＳＥＡＮ地域においての活動を実施
活動状況

令和２年度 令和３年度 令和４年度

市場調査等 １件 １件 １件
商談会，イベント等ＰＲ 20回 29回 21回

貿易・取引等 ５件 １件 ３件
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◎ 鹿児島県産品等セールス推進事業

本県が誇る農林水産業から先端産業まで，さらなる振興を図る

ため，国内外を問わず，知事が先頭に立って農林水産物の販売促

進，観光宣伝等，鹿児島の売り込みを積極的に実施

◇主な取組内容

トップセールス活動状況等

令和２年度 令和３年度 令和４年度

海外 １回 １回 ７回

県外 ２回 ２回 11回

県内 ３回 ３回 ４回
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３ オール鹿児島でのおもてなしの推進
本県を訪れる誰もが，安心・安全に快適な観光を満喫できるよう，

親切で分かりやすい案内標識等の整備や情報提供，温かく迎え入れ

るホスピタリティ（心のこもったおもてなし）の向上など，オール

鹿児島で観光客の受入体制の充実を図ってきています。

また，関係団体等との連携を図りながら，鹿児島の魅力を語れる

人材や観光ボランティアガイドなど，「観光立県」の実現に寄与する

担い手の育成を図ってきています。

（１）全ての観光客がストレスなく快適に観光できる環境の整備

年齢，障害の有無，国籍，宗教等の違いを越え，全ての観光客が

快適な観光を満喫できるよう，観光客の受入環境の整備を推進して

います。

また，誰もが安心・快適に移動できる観光地間の交通アクセスな

どいつでもどこでも観光関連情報を得られる環境を整備し，観光客

の利便性の向上を図ってきています。

《主な施策の展開》

◎地域観光資源磨き上げ事業

・観光客へのサービスの向上を図るため，観光ボランティアガイ

ドの育成や地域の観光資源を活かした観光メニューづくり，観

光地域づくりの取組等への支援や，全ての観光客が快適な観光

を満喫できるよう，観光客の受入環境を整備

◇主な取組内容

研修会等開催状況

令和２年度 令和３年度 令和４年度

宿 泊 施 設 お も て な し 研 修 会 ７回 14回 ７回

ユ ニ バ ー サ ル ツ ー リ ズ ム 研 修 会 １回 １回 １回

介助者のための研修会 １回 ２回 －

先 進 的 な 施 設 へ の 視 察 研 修 会 － － ２回

ボランティアガイド育成に関する研修会 １回 １回 １回

◎福祉のまちづくり推進事業

・「福祉のまちづくり条例」に基づき，公共的施設のバリアフリ

ー化への助言・指導や，広報誌や研修会による広報啓発の実施

による福祉のまちづくりを推進

◇主な取組内容

・福祉のまちづくり広報誌「ありば」：年10,000部発行

・バリアフリー研修会：年12回
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◎人にやさしい道づくり事業

・バリアフリー歩行空間の創出を図り，高齢者や障害者を含む全

ての人々の安全で快適な移動を確保

◇主な取組内容

整備状況

令和２年度 令和３年度 令和４年度

整備箇所数 144箇所 261箇所 231箇所

※歩道の段差解消や勾配の緩和によるバリアフリー化

（２）外国人観光客の受入体制の整備

外国人観光客が快適に周遊できるように，観光関連情報の多言語

化やキャッシュレス決済の普及・啓発など受入体制の整備を図って

います。

《主な施策の展開》

◎外国人観光客受入体制整備事業【再掲（Ｐ28）】

（３）観光を担う人材の育成・確保

魅力ある観光地づくりを支える人材の育成等を促進し，観光客へ

のサービスの向上を図ります。

《主な施策の展開》

◎「稼げる」観光地域づくり推進事業（R3～）

・各エリアの観光戦略に基づく観光地経営による「稼げる」観光

地域づくりを推進するため，「観光地域づくり」に関する組織

づくりや人材育成，新たなマーケティングやコンテンツの造成

等に対する支援を実施

◇主な取組内容

人材養成講座等開催状況

令和３年度 令和４年度

観 光 地 域 づ く り 人 材 養 成 講 座 ５回 ７回

観 光 地 経 営 レ ベ ル ア ッ プ 支 援 ２０回 －

観光ガイド育成セミナー １回 １回

先進事例等共有のためのシンポジウム － １回

各地域への専門家派遣等の自立化支援 － ４団体

先 進 地 視 察 － 延べ７名

◎観光振興対策事業（かごしま観光アカデミー）

・本県観光を担う人材育成と観光関係従事者の受入体制の充実や

資質向上を図るための研修会等の実施
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◇主な取組内容

セミナー等開催状況

研修対象 令和２年度 令和３年度 令和４年度

者の種別 開催 参加者 開催 参加者 開催 参加者

観光ＰＲスタ 市町村の親 １回 16名 １回 22名 １回 19名

ッフ研修会 善大使等

かごしま観光 一般 １回 70名 １回 70名 １回 45名

セミナー

タクシー乗務 タクシー乗 - - - - １回 102名

員接遇研修会 務員等

ユニバーサル 一般 １回 24名 １回 39名 １回 44名

ツーリズム研

修会

ボランティア ボランティ １回 71名 １回 54名 ２回 119名

ガイド研修会 アガイド

◎地域観光資源磨き上げ事業【再掲（Ｐ33）】

（４）啓発・学習の推進

県民一人一人が観光への理解を深め，おもてなしの心を育み，県

民総ぐるみで観光客を温かく迎える観光地づくりを推進していま

す。

《主な施策の展開》

◎観光まごころ県民運動の推進

・本県を訪れた多くの観光客が再び訪れたいと思うような観光か

ごしまづくりを進めるため，県民総ぐるみで観光客を温かく親

切に迎える「観光まごころ県民運動」の展開

◇主な取組内容

「観光まごころ体験だより」の募集状況

令和２年度 令和３年度 令和４年度

体験だよりの数 773通 760通 1,310通

うち「満足」意見 739通 721通 1,268通

(割合） (約９割） （約９割） （約９割）

それ以外 34通 39通 42通

「観光まごころ県民運動」会長(県知事)表彰

令和２年度 令和３年度 令和４年度

表 彰 者 数 ６ ６ ６
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（５）観光旅行の安全の確保
地域における防犯力・防災力を高める取組等を推進し，観光客等

の安全を確保するまちづくりを進めています。

《主な施策の展開》
◎くらし安全・安心まちづくり推進事業
・各季の県民総ぐるみによる防犯キャンペーン等を通じて，県民

及び観光客等の安全（・安心）の確保を推進
◇主な取組内容
① 各季の防犯運動
・犯罪のない安全で安心なまちづくり旬間（10月11日～20日）
・年末・年始の地域安全運動（12月10日～１月10日）

② 日を定めて実施する運動
・地域安全推進の日（毎月11日）

◎交通安全推進事業
・各季の県民総ぐるみによる交通安全キャンペーン等を通じて，

県民及び観光客等の安全の確保を推進
◇主な取組内容
① 各季の交通安全運動
・春の全国交通安全運動（４月６日～15日）
・夏の交通事故防止運動（７月11日～20日）
・秋の全国交通安全運動（９月21日～30日）
・年末年始の交通事故防止運動（12月10日～１月10日）

② 日を定めて実施する運動
・高齢者交通安全の日（毎月15日）
・交通安全の日（毎月20日）
・交通事故死ゼロを目指す日（５月20日，９月30日）
・ライト点灯の日（10月10日）

（６）統計調査・研究
市場を意識したマーケティング戦略の観点から効果的な施策の展

開を図るため，国の動向も見据えながら，観光統計調査等の整備・
研究を進めています。

《主な施策の展開》
◎観光動態調査事業
・観光行政の基礎資料として，観光客の入込状況等を把握するた

め，県内の主要な宿泊施設，観光施設，ドライブインにおいて，
動向調査（月１回）を実施
調査施設数

令和２年度 令和３年度 令和４年度
主要宿泊施設 83施設 80施設 80施設
主要観光施設・ドライブイン 24施設 25施設 25施設

◎「稼ぐ力」向上のための誘客プロモーション事業【再掲（Ｐ25）】
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第３ 「観光立県かごしま」の実現に
向けた目標の達成状況等

-37-



１ 数値目標及びその達成状況

「鹿児島県観光振興基本方針」では，「観光立県かごしま県民条例」

の趣旨を踏まえ，「観光立県かごしま」の実現に関する各般の施策の展

開方向を示すとともに，令和６年度を目標年次に，主要な数値目標を設

定したところです。

これまで，目標達成に向けて基本方針等に基づく施策を着実かつ積極

的に展開しており，各目標の現状は以下のとおりとなっています。

区 分 基準年 目 標 現 状

項 目 (H30年) (R6年) (R3年)

⑴ 価値を高める（注１）

観光消費額 約3,016億円 3,700億円 1,567億円

⑵ 宿泊者数を増やす（注２）

（H30年） （R6年） （R4年）

① 延べ宿泊者数 約886万人泊 990万人泊 609万人泊

② ①のうち，
約83万人泊 150万人泊 4万人泊

外国人延べ宿泊者数

⑶ クルーズ船による観光客を増やす

（H30年） （R6年） （R4年）

クルーズ船乗客数 約31万人 約69万人 約1万人

⑷ 観光客の満足度を高め，リピーターを増やす（注３）

（H30年度） （R6年度） （R4年度）

再訪希望 約76％ 100％ 約91％

（注１）観光庁「観光入込客統計」の観光消費額（暦年）を目標の指標として設定

しています。

（注２）観光庁「宿泊旅行統計調査」の延べ宿泊者数（暦年）を目標の指標として

設定しています。

（注３）県観光入込客統計の観光地点パラメータ調査における鹿児島県への再訪希

望者の割合を目標の指標として設定しています。
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２ 目標項目ごとの達成状況の検証

（１）価値を高める

ア 達成状況

観光庁の「観光入込客統計」を用いた観光消費額の現状は，

次のとおりです。

区 分 基準年 目 標 現 状

項 目 (H30年) （R6年) (R3年)

観光消費額 約3,016億円 3,700億円 1,567億円

イ 現状の分析

○ 観光消費額は，新型コロナウイルス感染症拡大の影響により

大きく減少し，令和３年は1,567億円となっています。

ウ 今後の課題

新型コロナウイルス感染症の収束に伴い，本県観光関連産業は，

持ち直しの動きが見られますが，観光消費額を増やすためには，

宿泊者数を増やす取組に加え，滞在日数を増やす取組や，消費単

価を上げる取組が必要となります。

今後も，本県の有する豊かな自然，食，歴史・文化などの観光

資源の発掘や磨き上げに努めるとともに，高付加価値旅行者のニ

ーズに対応できる魅力的な滞在型観光コンテンツの開発や，ツア

ーガイドの育成等，観光地域の高付加価値化を促進することが必

要です。
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（１） 価値を高める
「観光消費額」について

〈平成30年〉
（基準値）

約3,016億円

〈令和３年〉
（直近実績）

1,567億円

〈令和6年〉
（目標値）

3,700億円

（単位：億円）

② 観光消費額の推移

出典：観光庁「観光入込客統計」

・新型コロナウイルス感染症拡大の影
響により観光消費額は大きく減少し，
令和３年はコロナ禍前の令和元年比で
約５割となった

現状の分析

・新型コロナウイルス感染症の収束に伴
い，本県観光関連産業は，持ち直しの動
きが見られるが，観光消費額を増やすた
め，宿泊者を増やす取組に加え，滞在日
数を増やす取組や消費単価を上げる取
組が必要

・観光資源の発掘や磨き上げに努めると
ともに，高付加価値旅行者のニーズに対
応できる魅力的な滞在型観光コンテンツ
の開発や，ツアーガイドの育成等，観光
地域の高付加価値化を促進する必要

今後の課題
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① 「鹿児島県観光振興基本方針」の数値目標の達成状況
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（２）宿泊者数を増やす

ア 達成状況

観光庁の「宿泊旅行統計調査」による延べ宿泊者数の現状は，

次のとおりです。

区 分 基準年 目 標 現 状

項 目 (H30年) (R6年) (R4年)

① 延べ宿泊者数 約886万人泊 990万人泊 609万人泊

② ①のうち，
約83万人泊 150万人泊 4万人泊

外国人延べ宿泊者数

イ 現状の分析

【延べ宿泊者数】

○ 延べ宿泊者数は，新型コロナウイルス感染症の拡大により，

令和２年は513万人泊まで落ち込み，さらに令和３年は493万人

泊と現在の調査方法となった平成23年以降で最少となりまし

た。

その後，「今こそ鹿児島の旅」などの需要喚起策の効果もあ

り，令和４年は609万人とコロナ禍前の７割程度まで回復して

います。

【外国人延べ宿泊者数】

○ 外国人延べ宿泊者数は，新型コロナウイルス感染症の拡大に

より，令和２年は12万人泊まで落ち込み，さらに令和３年は２

万人泊と現在の調査方法となった平成23年以降で最少となりま

した。

その後，国の外国人観光客受入に係る水際措置の緩和により，

回復傾向となったものの，令和４年は４万人と落ち込んでいま

す。

（参考）直近の観光動向

○県内主要宿泊施設の宿泊者数（R5.7月）

宿泊者数 前年同月比 +8.2％（Ｒ１比 ▲10.6％）

外国人宿泊者数 前年同月比 +2,495.0％（Ｒ１比 ▲53.9％）

○鹿児島空港国際線の状況

チャーター便の運航：１月～４月 大韓航空

３月～４月 ティーウェイ航空

６月 チャイナエアライン

国際線定期便の再開：６月～ 香港エクスプレス航空（週３便）
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※鹿児島空港におけるグランドハンドリングの人手不足の

課題もあり，国際線定期便の再開が進んでいない状況

ウ 今後の課題

新型コロナウイルス感染症の収束に伴い，本県観光関連産業は，

持ち直しの動きが見られるところですが，これを確かなものとす

るため，コロナ禍を経て更に多様化する観光ニーズなど，社会環

境の変化に的確に対応する必要があります。

今後も，データ分析に基づいた戦略的・効果的なプロモーショ

ンを実施するなど，本県への更なる誘客を図っていく必要があり

ます。

また，インバウンドについては，鹿児島空港国際線定期便の復

便に向け，空港や観光の関係者と連携の上，空港受入体制の確保

に係る取組を積極的に進めるほか，現地セールスやプロモーショ

ンの強化など，ターゲットとする市場に応じた効果的な誘客を展

開する必要があります。
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（２） 宿泊者数を増やす
① 「延べ宿泊者数」について

① 直近の延べ宿泊者数（令和４年）

② 「鹿児島県観光振興基本方針」の数値目標の達成状況

〈平成30年〉
（基準値）

886万人泊

〈令和４年〉
（中間実績）

609万人泊

〈令和６年〉
（目標値）

990万人泊

③ 延べ宿泊者数の推移

6,089,460人泊（令和元年比72.9%）

全国25位 九州5位

（単位：万人泊）

出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」
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・新型コロナウイルス感染症拡大の影
響により延べ宿泊者数は大きく落ち込
んだ

・令和４年の延べ宿泊者数は，コロナ
禍前の令和元年比で約７割まで回復

（参考）直近の観光動向
○県内主要宿泊施設の宿泊者数

R5.7月前年同月比 +8.2％
（R1比 ▲10.6％）

現状の分析

・新型コロナウイルス感染症の収束に
伴い，本県観光関連産業は，持ち直
しの動きが見られるが，これを確かな
ものとするため，コロナ禍を経て更に
多様化する観光ニーズなど，社会環
境の変化に的確に対応する必要

・データ分析に基づいた戦略的・効果
的なプロモーションを実施するなど，
本県への更なる誘客を図っていく必要

今後の課題
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（２） 宿泊者数を増やす
② 「外国人延べ宿泊者数」について

① 直近の外国人延べ宿泊者数（令和４年）

② 「鹿児島県観光振興基本方針」の数値目標の達成状況

〈平成30年〉
（基準値）

約83万人泊

〈令和４年〉
（中間実績）

4万人泊

〈令和６年〉
（目標値）

150万人泊

③ 外国人延べ宿泊者数の推移

38,070人泊（令和元年比4.5% ）

全国33位 九州5位

（単位：万人泊）

出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により外国
人延べ宿泊者数は大きく落ち込んだ

・令和４年の外国人延べ宿泊者数は，コロナ禍前
の令和元年比で約５％

（参考）直近の観光動向
○県内主要宿泊施設の外国人宿泊者数

R5.7月前年同月比 +2,495.0％（R1比 ▲53.9％）
○鹿児島空港国際線定期便の再開

香港エクスプレス航空（６月～，週３便）

※鹿児島空港におけるグランドハンドリングの人手
不足の課題もあり，国際線定期便の再開が進んで
いない状況

現状の分析

・鹿児島空港国際線定期便の復便に向け，
空港や観光の関係者と連携の上，空港受
入体制の確保に係る取組を積極的に進め
る必要

・現地セールスやプロモーションの強化な
ど，ターゲットとする市場に応じた効果的
な誘客を展開する必要

今後の課題
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（３）クルーズ船による観光客を増やす

ア 達成状況

クルーズ船乗客数の現状は，次のとおりです。

区 分 基準年 目 標 現 状

項 目 (H30年) (R6年) (R4年)

クルーズ船乗客数 約31万人 約69万人 約1万人

イ 現状の分析

○ クルーズ船乗客数は，新型コロナウイルス感染症拡大の影響

により，令和２年３月から国内での国際クルーズ船の運航が停

止されていたため大きく減少し，令和４年は約１万人となって

います。

（参考）直近のクルーズ船の寄港実績

○県内へのクルーズ船寄港実績

R1：156回，R2：7回，R3：3回，R4：18回，R5:約100回※

※R5.1月～9月の見込

ウ 今後の課題

国際クルーズ船については，令和４年11月に国が受入再開を発

表し，令和５年３月，約３年ぶりに本県への寄港が再開されまし

た。

今後も，世界遺産クルーズの提案や寄港地観光の広域化・高質

化を推進するとともに，観光案内等の従事体制の確保や道路混雑

対策など，国際クルーズ拠点としての受入環境・体制の強化に取

り組む必要があります。
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（３） クルーズ船による観光客を増やす
「クルーズ船乗客数」について

〈平成30年〉
（基準値）

約31万人

〈令和４年〉
（中間実績）

約１万人

〈令和6年〉
（目標値）

約69万人

② クルーズ船乗客数の推移

・クルーズ船乗客数は，新型コロナウイル
ス感染症拡大の影響により，国際クルーズ
船の運航が停止されていたため大きく減少
し，令和４年は約１万人となった。

（参考）直近のクルーズ船の寄港実績
○県内へのクルーズ船寄港実績

R1：156回，R2：7回，R3：3回， R4：18回，
R5:約100回 （R5は1月～9月の見込）

現状の分析

・国際クルーズ船については，令和４
年11月に国が受入再開を発表し，令
和５年３月，約３年ぶりに本県への寄
港が再開
・今後も世界遺産クルーズの提案や寄
港地観光の広域化・高質化を推進する
とともに，観光案内等の従事体制の確
保や道路混雑対策など，国際クルーズ
拠点としての受入環境・体制の強化に
取り組む必要

今後の課題

① 「鹿児島県観光振興基本方針」の数値目標の達成状況
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（４）観光客の満足度を高め，リピーターを増やす

ア 達成状況

県観光入込客統計の観光地点パラメータ調査における鹿児島県

への再訪希望者の割合は，次のとおりです。

区 分 基準年 目 標 現 状

項 目 (H30年度) (R6年度) (R4年度)

再訪希望 約76％ 100％ 約91％

イ 現状の分析

○ 観光客の再訪希望は，基準年の約76％から15ポイント増加し，

令和４年度は約91％となっております。

ウ 今後の課題

本県を訪れた観光客にリピーターとなっていただくためには，

観光客の満足度を高めるため，観光地の磨き上げやまごころのこ

もったおもてなしなど，受入体制の充実を図ることが必要である

ことから，今後とも，基本方針等に基づく各般の施策を引き続き

着実かつ積極的に展開することが必要です。

-47-



（４） 観光客の満足度を高め，リピーターを増やす
「再訪希望」について

〈平成30年度〉
（基準値）

約76％

〈令和４年度〉
（中間実績）

約91％

〈令和6年度〉
（目標値）

100％

② 再訪希望の推移

・観光客の再訪希望は，基準年の約
76％から15ポイント増加し，令和４年度
は約91％となっている。

現状の分析

・本県を訪れた観光客にリピーターと
なっていただくためには，観光客の満
足度を高めるため，観光地の磨き上
げやまごころのこもったおもてなしなど，
受入体制の充実を図ることが必要

今後の課題

① 「鹿児島県観光振興基本方針」の数値目標の達成状況
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３ 主な観光関係の動向

（１）スポーツキャンプ等

スポーツキャンプ・合宿等の誘致については，市町村やスポーツ，

観光，宿泊，交通等の各種団体等で構成する連絡会を設置し，スポ

ーツコミッションとして，スポーツ合宿の誘致から歓迎まで官民一

体となって取り組んでいます。

県外からの延べ合宿受入人数等は，令和元年度に過去最高を更新

するなど順調に伸びていましたが，令和２，３年は新型コロナウイ

ルス感染症の影響により，大幅に減少しました。

令和４年度は，新型コロナウイルスに関する行動制限の緩和等が

行われたこともあり，令和元年度の約７割まで回復しました。

（２）教育旅行

教育旅行の誘致については，平和教育や歴史，自然学習などテー

マ性のある観光地，体験型観光メニューなど，本県の魅力ある観光

資源を生かし，県や市町村，関係事業者等で構成する県教育旅行受

入対策協議会を中心に積極的に誘致を行ってきたところです。

令和２年度は，新型コロナウイルス感染症の拡大により，緊急事

態宣言が発出されるなど県境を越える移動が制限されたため，教育

旅行の中止が相次ぎ大幅に減少しました。

令和３，４年度は，コロナ前まで海外や国内の都市部，沖縄など

に行っていた県外の学校が鹿児島に行き先を変更したことなどによ

り，大幅に増加しました。
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観光立県かごしま県民条例
平成21年３月 27日
鹿児島県条例第９号

目次

前文
第１章 総則（第１条―第７条）
第２章 観光立県の実現に関する基本的施策（第８条―第20条）
第３章 鹿児島県観光立県推進会議（第21条―第27条）
附則

私たちのふるさと鹿児島県は，南北約6 0 0キロメートルに及ぶ広大な県土を
有し，世界自然遺産である屋久島並びに奄美大島及び徳之島，我が国最初の国立
公園である霧島，鹿児島湾に悠然と浮かぶ桜島，天然の砂蒸し温泉のある指宿や
希少な野生動植物の宝庫である奄美の島々など，豊かな自然環境に恵まれている。
また，我が国の南に位置し，上野原遺跡などが示すように先進的な縄文文化が栄
え，鉄砲やキリスト教の伝来の地となるなど，古くからアジア地域をはじめとす
る諸外国とも積極的に交流を進めてきた。これらの交流により，開放的で親しみ
やすく進取の気性に富んだ人柄を生み，我が国の近代化の出発点である明治維新
において中心的な役割を担った先人，優れた作家，画家などの芸術家を輩出して
きた。さらに，多様な食文化や伝統がはぐくまれ，県民が誇りと愛着を持つ地域
社会や歴史がつくられてきた。

観光産業は，宿泊業や旅行業のみならず，本県の基幹産業である農林水産業や
運輸業，製造業その他の産業とも密接な関係を有する総合的な産業であり，観光
の振興を図ることは，観光旅行者による消費の拡大などの直接的な効果にとどま
らず，観光旅行者と地域の人々との交流，相互理解を促進し，地域における雇用
の増大，地域経済の活性化，潤いのある豊かな生活環境の創造等にもつながるも
のである。

このため，私たちは，観光の振興を図ることで活力ある地域社会づくりに資す
る観光立県を目指して，豊かな自然環境，伝統や歴史を生かした観光に関する取
組を進めてきたが，近年の人々のゆとりと安らぎを求める志向の高まり等を背景
とした体験，本物志向といった観光旅行者の需要の高度化や少人数による観光旅
行の増加のほか九州新幹線等の交通基盤の発達など観光をめぐる状況は大きく変
化しており，これに適切に対応しつつ，観光立県を実現するためには，私たち県
民一人一人が観光立県に対する理解を深め，その重要な担い手としての認識をは
ぐくむことが必要である。

ここに，県，市町村，県民，観光関係事業者等の共生と協働により，観光立県
の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため，この条例を制定する。
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第１章 総則

（目的）
第１条 この条例は，観光立県の実現に関する施策に関し，基本理念を定め，県

の責務並びに県民，観光関係事業者（観光に関する事業を営む者をいう。以下
同じ。）及び観光関係団体（観光の振興を目的として，観光関係事業者，関係
行政機関等が構成する団体をいう。以下同じ。）の役割を明らかにするととも
に，観光立県の実現に関する施策の基本となる事項を定めることにより，観光
立県の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進し，もって豊かで活力ある
地域社会づくり，地域経済の発展及び県民生活の向上に資することを目的とす
る。

（基本理念）
第２条 観光立県の実現に関する施策は，すべての者が地域における創意工夫を

生かした主体的な取組を行い，競争力の高い魅力ある観光地の形成を図ること
が，県民が誇りと愛着を持つことができる豊かで活力ある地域社会の形成のた
め重要であるとの認識の下に講ぜられなければならない。

２ 観光立県の実現に関する施策は，観光産業が多様な事業活動から構成され，
地域経済において重要な役割を担っていることにかんがみ，県，市町村及び県
民等（県民，観光関係事業者及び観光関係団体をいう。以下同じ。）の共生と
協働（相互に特性や役割を認識し，及び尊重し合いながら，対等な立場で，協
力することをいう。）により行われるよう講ぜられなければならない。

３ 観光立県の実現に関する施策は，自然との共生に配慮されるとともに，地域
の自然，景観，歴史，文化，食，伝統，歴史的風致その他の観光資源（以下「地
域の観光資源」という。）が良好に保全され，積極的に活用及び創出されるよ
う講ぜられなければならない。

４ 観光立県の実現に関する施策は，県民等が地域の観光資源に関する理解を深
め，おもてなしの向上に努めるとともに，観光立県の実現の担い手となる人材
の育成が図られるよう講ぜられなければならない。

５ 観光立県の実現に関する施策は，高齢者，障がい者，外国人等すべての者が
安心して快適に観光ができる環境が整備されるよう講ぜられなければならな
い。

６ 観光立県の実現に関する施策は，市町村の区域又は県の区域を超えた広域的
な取組が行われるとともに，県民等の相互交流の促進が図られるよう講ぜられ
なければならない。

（県の責務）
第３条 県は，前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり，

観光立県の実現に関する施策を総合的に策定し，及び実施する責務を有する。
２ 県は，市町村及び県民等が相互に連携して観光の振興に関する取組を進めら

れるよう総合調整及び必要な支援を行うものとする。

（県民の役割）
第４条 県民は，基本理念にのっとり，観光立県に対する理解を深めるとともに，

県又は市町村が実施する観光の振興に関する取組に積極的に参画するよう努め
るものとする。

２ 県民は，地域の観光資源に関する理解を深めるとともに，おもてなしの心を
もって観光旅行者を温かく迎えるよう努めるものとする。

（観光関係事業者の役割）
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第５条 観光関係事業者は，基本理念にのっとり，その事業活動を通じて観光旅
行者に対するサービスの向上に努めるとともに，地域における他の事業活動と
連携することにより，地域の活性化に努めるものとする。

２ 観光関係事業者は，基本理念にのっとり，地産地消（県内で生産される農畜
産物，林産物又は水産物を県内で消費し，又は利用することをいう。次条第２
項において同じ。）に取り組むよう努めるものとする。

３ 観光関係事業者は，県又は市町村が実施する観光の振興に関する施策に協力
するよう努めるものとする。

（観光関係団体の役割）
第６条 観光関係団体は，基本理念にのっとり，業種の枠を超えた連携を図りな

がら，その事業活動を行うよう努めるものとする。
２ 観光関係団体は，基本理念にのっとり，地産地消，観光に関する情報の発信，

観光旅行者の誘致，受入れの体制の整備等に取り組むよう努めるものとする。
３ 観光関係団体は，県又は市町村が実施する観光の振興に関する施策に協力す

るよう努めるものとする。

（市町村への要請及び支援）
第７条 県は，観光立県の実現における市町村の役割の重要性にかんがみ，市町

村に対し，その区域の特性に応じた観光の振興に関する施策を策定し，及び実
施すること並びに県が実施する観光立県の実現に関する施策に協力することを
求めるものとする。

２ 県は，市町村がその区域の特性に応じた観光の振興に関する施策を実施する
ために必要な助言，情報の提供その他の支援を行うものとする。

第２章 観光立県の実現に関する基本的施策

（観光立県の実現に関する基本方針）
第８条 知事は，観光立県の実現に関する主要な施策を総合的かつ計画的に推進

するため，基本方針を策定しなければならない。
２ 基本方針は，観光立県の実現に関する主要な目標値及び実施する施策につい

て定めるものとする。
３ 知事は，基本方針を策定しようとするときは，県民等の意見が反映されるよ

う必要な措置を講じなければならない。
４ 知事は，基本方針を策定しようとするときは，鹿児島県観光立県推進会議の

意見を聴くとともに，県議会の議決を経なければならない。
５ 知事は，基本方針を策定したときは，遅滞なく，これを公表しなければなら

ない。
６ 前３項の規定は，基本方針の変更について準用する。

（施策の実施状況の報告等）
第９条 知事は，基本方針に定められた期間の中間年度及び最終年度における観

光立県の実現に関する施策の実施状況及びその成果を取りまとめ，県議会に報
告するとともに，これを公表しなければならない。

（競争力の高い魅力ある観光地の形成）
第10条 県は，競争力の高い魅力ある観光地の形成を図るため，次に掲げる施策

を講ずるものとする。
 市町村，観光関係事業者及び観光関係団体と連携した地域の特性を生かし

た良質なサービスの提供の確保に関する施策
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 地域の観光資源の保全，活用及び創出に関する施策
 観光旅行者の来訪の促進に必要な宿泊施設，郷土料理の提供施設，地域特

産物の販売施設，案内施設その他の観光に関する施設（次号において「観光
関係施設」という。），交通施設等の整備に関し必要な施策（次号に掲げる
施策を除く。）

 高齢者，障がい者，外国人等特に配慮を要する観光旅行者が円滑に利用で
きる観光関係施設，交通施設等の整備に関し必要な施策

 観光旅行者の移動の利便の増進，情報通信技術を活用した観光旅行に関す
る情報の提供等に関する施策

（観光を担う人材の育成）
第11条 県は，観光立県の実現に寄与する人材の育成を図るため，観光に関する

事業に従事する者及び観光に関する活動に携わるボランティアの知識及び能力
の向上に関し必要な施策を講ずるものとする。

（外国人観光旅客の来訪の促進）
第12条 県は，アジア地域からの観光旅客をはじめとする外国人観光旅客の来訪

の促進を図るため，海外における観光宣伝活動の実施，県内における交通，宿
泊その他の観光旅行に関する情報の提供，通訳案内のサービスの向上その他の
外国人観光旅客の受入れの体制の確保等に関し必要な施策を講ずるものとす
る。

（観光旅行者の来訪の促進等）
第13条 県は，観光旅行者の来訪の促進を図るため，地域の観光資源に関する広

報活動及び観光旅行に関する情報の提供を行うものとする。
２ 県は，市町村がその区域を超えて行う観光の振興に関する施策への取組を支

援するとともに，県の区域を超えた広域的な観光の推進に必要な施策を講ずる
ものとする。

（相互交流の促進）
第14条 県は，経済，文化，スポーツ等による国際相互交流並びに県内及び他の

都道府県との間における相互交流を通じて，観光立県の実現を図るために必要
な施策を講ずるものとする。

（観光旅行の安全の確保）
第15条 県は，観光旅行の安全の確保を図るため，観光旅行における事故の発生

の防止，安全で安心なまちづくり等に関し必要な施策を講ずるものとする。

（新たな観光旅行の分野の開拓等）
第16条 県は，新たな観光旅行の分野の開拓を図るため，エコツーリズム，グリ

ーン・ツーリズム（主として都市の住民が余暇を利用して農山漁村に滞在しな
がら自然，文化，食等に関する知識及び理解を深めるための活動をいう。），
ヘルスツーリズム（優れた自然の風景地を訪れ，その地域の自然，温泉等を利
用し，心身の健康を回復し，又は保持増進するための活動をいう。）その他の
多様な観光旅行の普及等に必要な施策を講ずるものとする。

２ 県は，スポーツキャンプ（スポーツに関する競技水準の向上を図るため計画
的かつ継続的に行う合宿をいう。），スポーツの競技会等の誘致を図るととも
に，市町村及び県民等による誘致を促進するため，スポーツ施設等に関する情
報の提供等に必要な施策を講ずるものとする。
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（観光地における環境の保全）
第17条 県は，観光地における環境の保全を図るため，観光旅行者による自然体

験活動を通じた環境の保全に関する知識の普及，理解の増進等に必要な施策及
び環境の保全に関する規制その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとす
る。

２ 観光旅行者は，県又は市町村が実施する観光地における環境の保全を図るた
めの施策に協力するよう努めるものとする。

（啓発及び学習の推進）
第18条 県は，県民の観光に関する理解を深めるとともに，おもてなしの心の醸

成及び地域における観光の振興に関する取組への参画を促進するため，啓発並
びに学校教育及び社会教育における観光に関する学習の推進に努めるものとす
る。

（統計調査その他の調査及び研究）
第19条 県は，観光立県の実現に関する施策を効果的に推進するため，統計調査

その他の必要な調査及び研究を行うものとする。

（財政上の措置）
第20条 県は，観光立県の実現に関する施策を推進するため，必要な財政上の措

置を講ずるよう努めるものとする。

第３章 鹿児島県観光立県推進会議

（推進会議）
第21条 観光立県の実現に関する施策の総合的かつ計画的な推進に資するため，

鹿児島県観光立県推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。
２ 推進会議は，次に掲げる事務を行う。

 基本方針に関し，第８条第４項に規定する事項を処理すること。
 知事の諮問に応じ，観光立県の実現に関する事項に関し，調査審議するこ

と。
３ 推進会議は，前項に規定する事項に関し，調査審議し，必要があると認める
ときは，知事に対し，意見を述べることができる。

（組織等）
第22条 推進会議は，委員20人以内で組織する。
２ 委員は，観光に関して優れた識見を有する者のうちから知事が任命する。
３ 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期

間とする。
４ 委員は，再任されることができる。

（会長及び副会長）
第23条 推進会議に，会長及び副会長１人を置き，委員の互選によってこれを定

める。
２ 会長は，会務を総理し，推進会議を代表する。
３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，

その職務を代理する。

（専門委員）
第24条 推進会議に，専門の事項を調査させるため必要があるときは，専門委員
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を置くことができる。
２ 専門委員は，当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうち

から，知事が任命する。
３ 専門委員は，当該専門の事項に関する調査が終了したときは，解任されるも

のとする。

（会議）
第25条 推進会議の会議（以下この条において「会議」という。）は，会長が招

集する。
２ 会議は，委員の過半数が出席しなければ，これを開き，議決することができ

ない。
３ 会議の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，会長の決

するところによる。

（庶務）
第26条 推進会議の庶務は，観光・文化スポーツ部において処理する。

(平22条例13・平29条例7・令3条例13・一部改正)

（委任）
第27条 この章に定めるもののほか，推進会議の運営に関し必要な事項は，推進

会議が定める。

附 則

１ この条例は，平成21年４月１日から施行する。
２ 観光審議会条例（昭和30年鹿児島県条例第34号）は，廃止する。
３ 第８条の規定による基本方針は，この条例の施行の日からおおむね１年以内

に策定されなければならない。
４ 推進会議の委員の任命に当たっては，男女の多様な意見が適切に反映される

よう配慮するものとする。
５ この条例は，社会経済情勢の変化に対応して，観光立県の実現を図る観点か

ら，適宜，適切な見直しを行うものとする。

附 則（平成22年３月26日条例第13号）抄
（施行期日）
１ この条例は，平成22年４月１日から施行する。

附 則(平成29年3月24日条例第7号)抄
(施行期日)
１ この条例は，平成29年４月１日から施行する。

附 則(令和3年3月26日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は，令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和3年10月15日条例第37号)
この条例は，公布の日から施行する。
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